
毎年、町内３小学校の交通安全教室は、児玉警察署・交通指導員・毎年、町内３小学校の交通安全教室は、児玉警察署・交通指導員・
交通安全保護者の会の協力で実施されています。（関連29ページ）交通安全保護者の会の協力で実施されています。（関連29ページ）
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総務課　生活環境係からのお知らせ 問76-1115

「クリーン美里」町内一斉清掃を実施します
皆さまのご協力をお願いします。
※５月12日㈰が雨天の場合は、５月19日㈰に実施します。
　小雨の場合は実施します。実施の有無は、当日の朝、防災無線でお知らせします。
※各収集場所には、収集運搬業者が午前10時から11時30分頃までに伺います。

行 政 区 収集場所
根　　木 根木集会所

関 関集会所（八幡関）
南阿那志 上川輪集会所・新井横手公会堂
北阿那志 北阿那志中央リサイクルセンター
小 茂 田 小茂田児童センター
下 児 玉 下児玉公会堂
北 十 条 消防団第２分団車庫前
南 十 条 県道熊谷児玉線　陶山宅側
沼　　上 沼上集会所
広　　木 広木会館
駒　　衣 駒衣集会所
木　　部 木部集会所

行 政 区 収集場所
古　　郡 関越高速西側の大島宅北側
甘　　粕 甘粕集会所・北口東側ごみ収集所
中　　里 中里火の見跡
湯　　栃 湯栃集会所
野　　中 旧宮沢歯科前
小　　栗 小栗児童センター
猪　　俣 旧上田商店前
湯　　本 湯本集会所
大　　仏 大仏婦人児童センター
白　　石 白石公民館
円 良 田 円良田農民センター

５/12
実施日

日曜日

ルールを守って出してください！　有害ごみ収集を行います！
■収  集  日　  ５月22日（水）　午前８時30分～10時30分
■収  集  物
　◎使用済み乾電池（ボタン電池も可）
　◎�蛍光管・水銀電球（直管は1.5ｍ未
満に限る）

　◎水銀体温計
　◎温度計

行 政 区 収 集 場 所
根 木 東児玉公民館
関 関集会所（八幡関）、倉柱集会所

南阿那志 上川輪集会所、新井横手公会堂
北阿那志 北阿那志中央リサイクルセンター
小 茂 田 小茂田リサイクルセンター

下 児 玉 善台寺熊谷公会堂、下児玉公会堂、
中山集会所、殿ケ谷戸観音堂集会所

北 十 条 北十条集会所
南 十 条 南十条集会所
沼 上 沼上集会所
広 木 広木会館
駒 衣 駒衣集会所、駒衣第３集会所

■注意事項
・リチウム電池（モバイルバッテリーを含む）は圧力が加わ
ると発火し、火災の原因になります。５月25日㈯の回収
事業を利用して適切に処理してください。

・一般家庭で使用したものに限ります。
・中に水銀などがある場合、割らないようにしてください。
・白熱電球や割れた蛍光管は対象外です。（不燃ごみの日に
指定袋で出してください。）

・当日、有害ごみを出せない場合は、役場・コミュニティセ
ンターに常設する収集ロッカーをご利用ください。

行 政 区 収 集 場 所
木 部 木部集会所
古 郡 古郡集落農業センター
甘 粕 甘粕集会所
中 里 中里集会所
湯 栃 湯栃集会所
野 中 野中集会所
小 栗 小栗児童センター
猪 俣 猪俣中央会館
湯 本 湯本集会所
大 仏 大仏婦人児童センター
白 石 白石公民館
円 良 田 円良田農民センター

■収集場所
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小型家電、バッテリー、家庭用プラスチック製品、金属
粗大ごみのリサイクル回収について
■回  収  日　   ５月25日（土）　午後２時30分～４時30分
■回  収  物
　①小型家電、バッテリー、リチウムイオン・ニッケ
ル水素電池（モバイルバッテリーを含む）

　※家電リサイクル対象品（テレビ・エアコン・冷蔵
庫・洗濯機など）は回収できません。

　②硬質プラスチック製品（衣装ケース、プランター、
漬物容器、おもちゃ、ハンガーなど）

　※薬品、衛生用品、ポリ塩化ビニル（PVC）製品、
容器に中身があるものは回収できません。

　③金属粗大ごみ（自転車、鉄製いす、鉄製バケツ、
鉄製またはアルミ製ホイール、スチールロッカー、
門扉、物干し竿、ぶら下がり健康器具など）

　※薬品、衛生用品、タイヤ、容器に中身があるもの
は回収できません。

■注意事項
・事業活動のごみは、回収しません。
・回収前に付着物などを落としてください。
・製品内に液体がある場合、回収しません。
・ガラスは、取り除いてください。
・電子機器の個人情報は削除してください。
・回収できないものは、お持ち帰りいただ
きます。

・入口は南側から一方通行です。逆走しない、
徐行するなど安全運転をお願いします。

× ××

美里町役場

商工会館

防災倉庫 

駐

　車

　場

①小型家電
回収場所

②プラスチック
回収場所

入口 

③金属粗大
ごみ回収場所

持参した物を
整理員に伝え
てください。

出口 

■回収場所　役場西側駐車場（下図のとおり）
・南側の入口から一方通行です。
・「×マーク」と「消防署方面」からは、通行止めです。
・係員の案内で、それぞれの回収場所まで矢印の方向に

お進みください。
・車を降りる際は、必ず停車して安全確認をしましょう。

各一列で通行してください。

停止

停止 停止

停止停止

3  令和６年５月



5 . 1 9 美里町遺跡の森総合公園

こども広場＆芝生広場

美里町教育委員会事務局生涯学習係 ☏

9:40 - 10:10 10:20 - 10:50 11:45 - 12:05 12:15 - 12:35

担当：宇都宮
参加無料／先着３０名
ヨガマット（お持ちのかた）

＠芝生広場

担当：
参加無料／先着３０名
ヨガマット（お持ちのかた）

＠芝生広場

参加無料／人数制限なし
＠芝生広場

ココアアをを整整ええるる
ワワーーククシショョッッププ

ＧＧｒｒａａｓｓｓｓヨヨガガ

青空、太陽、風を感じながら
ココロとカラダをリラックス

みみんんなな ダダンンスス

パプリカダンスなど
音楽に合わせてカラダ

を動かそう

武武州州美美里里
カカララテテススククーールル演演舞舞
フルコンタクトカラテの

演舞を披露

観覧自由
＠芝生広場

※ コアを整えるワークショップとＧｒａｓｓヨガの受付は、各クラス開始の１０分前から行います。

※ その他、屋外で楽しめるイベントあり（モルックなど）

11:00 - 16:00
ススタタンンププララリリーー

健脚コースとキッズコース
の２コースあり。スタンプ
を集めて参加賞ゲット！

参加無料
受付は芝生広場
雨天中止

11:00 - 16:00
Grow a forest market

お弁当、パン、焼菓子、ドリンク、アクセ
サリー、雑貨、アートなど様々なお店が

「こども広場」に集合！

※ 荒天中止。雨天時は体育館・武道館に変更します。

～ 休日を遺跡の森で過ごそう ～

マーケット会場

スポーツイベント会場
スタンプラリー受付

2024 .
画像は昨年の様子です

青空の下、ストレッチポール
Ⓡを使ってカラダを整えよう
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町長コラム
from the mayor

第154号町長コラム 第180号

特設人権相談所を開設します
　人権に関することで、困りごとや悩みごとは
ありませんか。
　人権擁護委員さんが、個別にお話を聞き、皆
さんの相談に応じます。
　秘密は守られますので、安心して相談にお越
しください。

【日　時】　６月３日㈪
　　　　　受付　午後１時30分～４時
【場　所】　美里町役場　１階　第２会議室

人権擁護委員さんは、法務大臣から委嘱され、
人権相談や人権の考えを広める活動をしてい
るかたがたです。

特設行政相談所を開設します
　行政サービスに関することで、困りごとや要
望などがありましたら、行政相談委員にご相談
ください。
　秘密は守られますので、安心して相談にお越
しください。

【日　時】　６月３日㈪
　　　　　受付　午後１時30分～４時
【場　所】　美里町役場　１階　第２会議室

行政相談委員さんは、総務大臣から委嘱され、
皆さんの身近な相談相手として、行政サービ
スに関する相談を受け、助言や関係機関への
通知などを行っています。

問合せ＝介護福祉課　社会福祉係　☎76-5132問合せ＝総務課　庶務係　☎76-1115

　５月17日より美里町長として５期目を担わせて
いただくことになりました。
　職員を約12年、町議会議員12年、町長として16年、
合わせて40年間美里町に関係してきました。
　町長就任前は、県議会議員や代議士の事務所で働
きましたので、県庁の各部局や国の各省庁ともやり
取りをしていましたから、町・県・国政にかかわっ
た後に町長に就任したことになります。
　町長になって、これまでの経験がこんなに役立つ
とは思いませんでした。町に必要な施策は、国・県
の補助事業を積極的に活用し、疑問点があれば直接
聞きに行くことができました。中学校を建て替え、
スマートICができたのもそのためです。
　さて、日本全体がそうであるように、美里町も超
少子高齢化人口減少の中にあります。雇用と税収を
確保し、必要なサービスを提供するとともに、地域
内で経済が循環し、安全安心に暮らせる地域でなけ
ればなりません。
　役場周辺に企業と商業施設を誘致し、小中一貫校
を開設して住宅地を形成したいと考えています。

　また、広大な農地が活用され、エネルギーや農産
物の地産地消の推進、陣見山等の観光活用を進め、
次々に発生する課題にも挑戦します。
　さらに、転入したかたが隣組に加入しない世帯、
単身高齢者世帯が増えています。平時も災害時には
助け合える地域であるよう、工夫が必要です。
　健康づくり、介護予防をさらに進め、健康で暮ら
せる地域でありたいですね。
　小さな町だからこそ、教育に力を入れ、将来活躍
してくれる人材の育成も大切です。できうる支援を
したいと考えています。
　これからは行政だけでは何もできません。住民の
皆様、企業、高校や大学、研究機関などと連携し、
それぞれの良いところを取り入れ、少ない経費で必
要な最大効果が得られるよう、努力しなければなり
ません。
　これはと思うものがあればとにかくやってみる、
試してみる、失敗することもあるかもしれませんが、
どん欲に、楽しんで施策を創造し続けたいと思いま
す。希望に満ちた美里町を願い。

就任あいさつ

5  令和６年５月



がん腫瘍マーカー検査・ピロリ検査が無料で受けられます
　町では、女性特有のがんの腫瘍マーカー検査と併せて、ピロリ検査が無料で受けられます。
　腫瘍マーカー検査は、がん診断の補助や診断後の経過、治療の効果をみることを目的に行うも
のです。採血により検査することができ、体への負担はほとんどありません。一度受けてみては
いかがでしょうか。

実施医療機関
医療機関名 住所 電話番号

うめだクリニック 美里町広木970 ☎76-4151
千田医院 美里町根木107-1 ☎76-0041
美里クリニック 美里町阿那志225-1 ☎76-0032
南美里診療所 美里町甘粕528-3 ☎76-3703

腫瘍マーカーの特徴
　腫瘍マーカーは、がん細胞の数や、がん細胞が作る物質の量が多くなると、値が高くなり
ます。しかし、肝障害、腎障害、飲酒や喫煙などの生活習慣、いつも飲んでいる薬、がん以
外にかかっている病気などの影響により、がんの有無とは無関係に高い値になることもあり
ます。また、がんがあっても値が高くならないこともあります。
　このように、腫瘍マーカーだけでがんの診断は確定できないため、多くの腫瘍マーカーは、
参考になる検査の一つとして、診察や画像検査の結果などと併せて使われます。

20歳・25歳・30歳・35歳を迎える女性のかたへ

腫瘍マーカーとは
　体のどこかに腫瘍ができると、血液中や排泄物中に、たんぱく質や酵素、ホルモンなどの特
別な物質が増えていきます。それが腫瘍マーカーです。腫瘍の種類や発症部位に特有の物質と、
そうでないものがあります。それを検出するのが腫瘍マーカー検査で、腫瘍の発生やその種類、
進行度などを判断する手がかりになります。

検査の方法は
　採血により血液に含まれる腫瘍マーカー・
ピロリ菌の値を測定します。

検査で分かる種類は
　乳がん、子宮頸がん、卵巣がん、消化器
がん、それと併せてピロリ菌です。

検査を受けたい場合は
　対象者には、４月下旬に通知を発送しました。以下の実施医療機関のいずれかへ事前に電話
予約をし、送付された受診券、健康保険証、診察券（お持ちのかた）を持参し、受診してください。
　詳細は、通知をご確認ください。

対象者
令和７年４月１日現在で、20歳・25歳・30歳・35歳を迎える女性のかた
　【20歳】平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれのかた
　【25歳】平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれのかた
　【30歳】平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれのかた
　【35歳】平成元年４月２日～平成２年４月１日生まれのかた

検査
無料

問合せ＝住民保険課　健康推進係　☎76-1366
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がん患者へのウイッグ、胸部補整具の購入費を助成します！
　がん治療中のかたの社会生活を応援し、よりよい療養生活が送れるよう、ウイッグ、胸部補整具の購入
費用を助成します。
【対象者】

①がんと診断された町民のかたで、治療に伴う
脱毛の影響により、ウイッグを購入したかた

②がんと診断された町民のかたで、切除その他
治療に伴い乳房が変形し、胸部補整具を購入
したかた

※町税を滞納していないかたで、過去にこの事
業の助成を受けていないかたが対象です。

【助成額】　
　①ウイッグ　上限　30,000円
　②胸部補装具　上限　20,000円

【助成回数】１人につき、それぞれ１回限り
【申請期限】購入日から６か月以内
【必要書類】

・申請書兼請求書
・がん治療受療証明書またはがん治療を受けて

いることを証する書類（化学療法、放射線療
法または手術に関する説明書、診断書、治療
方針計画書など）の写し

・ウイッグ、胸部補整具購入の領収書

問合せ＝住民保険課　健康推進係　☎76-1366

胃内視鏡検査（胃カメラ）を新たに実施します！
　町の胃がん検診は、これまでに実施していた胃部エックス線検査（バリウム）、胃がんリスク検診（血液
検査）に加え、胃内視鏡検査（胃カメラ）を新たに実施します。
　胃内視鏡検査（胃カメラ）の対象者は下記のとおりとなりますので、ご確認のうえ検診を受診してくだ
さい。
【対象者】
　令和７年４月１日時点で年齢が50・52・54・
56・58・60・62・64・66・68歳のかた
【開始時期】
　６月１日～令和７年３月31日
【受診方法】指定医療機関に予約
【自己負担額】3,000円

【その他】
　胃部エックス線検査（バリウム）、胃がんリスク
検診（血液検査）、胃内視鏡検査（胃カメラ）のう
ち、いずれか１つを受診することができます。受
診券は、４月下旬に対象者に発送していますので、
ご確認ください。

問合せ＝住民保険課　健康推進係　☎76-1366

帯状疱疹予防接種費用を一部助成します！
　帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気で、加齢、疲労、ストレスなどによる免疫
力の低下などが原因で発症するといわれています。
　町では、予防接種費用の一部を助成し、発症の抑制および重症化の予防を図ります。
【対象者】
　接種日において美里町に住所を有する50歳以上
のかた
【対象ワクチン】
　生ワクチン　１回皮下注射
　不活化ワクチン　２回筋肉注射（２か月間隔）
【助成金額・助成回数】
　接種費用の２分の１（１回につき10,000円を上限）

※不活化ワクチンは、２回とも助成（最大
20,000円を上限）

【申請方法】
　申請書に医療機関が発行した領収書の原本を添
付し、接種日から90日以内に住民保険課へ申請
※不活化ワクチンの２回接種を同時に申請するか

たで、１回目と２回目の期間が90日以上空く場
合はご注意ください。１回目のみでも申請がで
きますので、接種後はすみやかに申請をお願い
します。

問合せ＝住民保険課　健康推進係　☎76-1366
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検 診 名 検診内容 対象者
(令和７年４月１日現在の年齢) 実施期間

胃 が ん 検 診
（バリウム）

◆問診
◆胃部エックス線撮影 40歳以上

肺がん・結核検診 ◆問診
◆胸部エックス線撮影 40歳以上

大 腸 が ん 検 診

◆問診
◆便潜血検査（配布された容器に２日分の便

を採ります）
※出血しやすい大腸がんの性質を利用して、便につ

いた血液を見つける検査です。

40歳以上

乳 が ん 検 診
◆問診
◆マンモグラフィ検査（乳房エックス線撮影）
※視触診は実施なし

40歳以上の女性

子 宮 頸 が ん 検 診
◆問診
◆診察
◆子宮頸部細胞診検査(液状化細胞診)

20歳以上の女性

骨粗しょう症検診 ◆問診
◆踵（かかと）の骨の超音波検査 20歳から80歳の女性

肝炎ウイルス検診 ◆血液検査 40歳以上の肝炎ウイルス
検診未受診者

集団検診 検診会場は保健センターです。

令和６年度 がん検診等予定表

検 診 名 申 込 み
６月 ７月 ９月 11月

24
月
25
火
26
水
27
木
28
金
29
土
10
水
11
木
22
月
23
火
24
水
25
木
26
金

19
木

７
木
８
金
18
月
19
火

肺がん・結核 ６月４日㈫
午前９時～ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ - - ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午後０時45分～３時

大 腸 が ん 検査キットは
申込みが必要 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ - - ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午前９時～午後２時

胃 が ん
（ バ リ ウ ム ）

５月14日㈫
午前９時～ - - - - - - ◎ ◎ - - - - - ◎ 午前８時～10時

乳 が ん
９月10日㈫
午前９時～

受付 　午後０時30分～２時
◎ ◎ ◎ ◎

子 宮 頸 が ん ◎ ◎ ◎ ◎

骨粗しょう症 受付 　午前10時～10時30分　午後０時30分～２時 ◎ ◎ ◎ ◎

肝炎ウイルス 41歳以上のかたは
申込みが必要 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ - - ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午後１時～１時30分

※採血は午後１時30分開始

集団検診スケジュール

下
記
「
集
団
検
診
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
参
照

受付

住民保険課（☎︎76-1366）に
予約してください。

定期的に

がん検診を

受けましょう

対象事業 住民保険課　健康推進係からのお知らせ
問76-1366
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指定医療機関に必ず予約のうえ、受診してください。

★各検診は原則無料です。（胃カメラのみ有料）

年度内に１人１回のみ(個別または集団で)受診できます。

※同一年度内に重複受診した場合は、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
※個別のみ実施、集団のみ実施の検診がありますので、ご注意ください。

検 診 名 検診内容 対象者
(令和７年４月１日現在の年齢) 実施期間

胃 が ん 検 診
（胃カメラ）

◆問診
◆胃内視鏡検査

50歳から68歳のうち
偶数年齢のかた

令和６年６月１日～
令和７年３月31日

胃がんリスク検診
～ＡＢＣ検診～

◆血液検査
『胃の健康度（将来の胃がん発症リスク〔危
険度〕）』を調べる検査です。

40歳以上 令和６年５月７日～
令和７年３月31日

前立腺がんリスク検診
～ＰＳＡ検診～

◆血液検査
前立腺がんの可能性がある人を見つける検
査です。

40歳以上の男性 令和６年５月７日～
令和７年３月31日

大 腸 が ん 検 診

◆問診
◆便潜血検査（配布された容器に２日

分の便を採ります）
※出血しやすい大腸がんの性質を利用して、

便についた血液を見つける検査です。

40歳以上

令和６年６月１日～
令和７年３月31日

※検査キット配布期間
　令和６年６月３日～
　令和７年３月７日

乳 が ん 検 診
◆問診
◆マンモグラフィ検査
　（乳房エックス線撮影）
◆視触診（任意）

40歳以上の女性 令和６年５月７日～
令和７年３月31日

子 宮 頸 が ん 検 診
◆問診
◆診察
◆子宮頸部細胞診検査（液状化細胞診）

20歳以上の女性 令和６年５月７日～
令和７年３月31日

歯 周 疾 患 検 診
◆問診
◆歯および歯周組織などの検査
◆歯科指導

40歳以上 令和６年５月１日～
令和７年３月31日

2 0 歳 ・ 3 0 歳
ピ ロ リ 検 診

◆血液検査 20歳・30歳
※４月に個別通知

令和６年５月７日～
令和７年３月31日

が ん 腫 瘍
マ ー カ ー 検 査

◆血液検査
20歳・25歳・

30歳・35歳の女性
※４月に個別通知

令和６年５月７日～
令和７年３月31日

●受診券および『がん検診等予定表』は、４月下旬に対象のかたに発送しています。
　受診方法などの詳細は、「令和６年度美里町がん検診等のご案内」をご覧ください。
●骨粗しょう症検診については、午前と午後に実施します。
　骨粗しょう症検診のみを受診されるかたは、午前中をお勧めします。
●転入などで受診券が届いていないかたは、住民保険課までご連絡ください。
　（転出したかたは、受診券を使用することができません。）
●ミムリン健幸ポイント事業を実施しています。
がん検診などはポイント項目になっていますので、ぜひ受診してください。

個別検診
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介護福祉課　介護高齢者係からのお知らせ　問76-5132

■介護保険料を納めないでいると

令和６年度から65歳以上の介護保険料が変わります
　65歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料は、介
護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもと
に、介護保険事業計画に基づいて、３年ごとに見直され
ます。
　介護保険は、介護や支援が必要なかたを社会全体で支
え合う仕組みになっています。みなさんが納める「介護
保険料」と「公費」を財源として運営されています。
　介護が必要になったときに安心してサービスを利用で
きるように介護保険料の納付にご理解とご協力をお願い
します。

　特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
また、これらの措置を受けても保険料を納める義務はなくなりません。

■主な変更点
【介護保険料基準額】
　保険料基準額は月額6,000円になります。
　高齢化率の増加に伴い、要介護・要支援者数は
年々増加しており、介護サービスを利用するかたも
年々増えています。その他、介護報酬の改定や人件
費や物価の高騰などもあり、今後も介護給付費の増
加が見込まれています。
【保険料の段階数を９段階から13段階に変更】
　保険料の段階は、これまでの９段階から13段階
に変更され、よりきめ細かく、負担能力に応じた保
険料となっています。

　介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、
今後の介護給付費の増加を見据えて、１号被保険者
間での所得再配分機能を強化することで、低所得者
の保険料上昇の抑制を図りました。
　この変更に伴い、これまでの第９段階が細分化さ
れ、新第９段階・新第10段階・新第11段階・新第
12段階・新第13段階になりました。
　介護保険料の段階や金額について、詳しくは次
ページの「介護保険料の改定について（お知らせ）」
をご確認ください。

介護保険の財源割合

※40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医
療保険（社会保険や国保など）の算定方法により決ま
ります。医療保険と合わせて納めます。

督促や催告が行わ
れます。
延滞金を徴収され
る場合があります。

介護サービス費の
全額を一度利用者
が負担します。
申請により後で保
険給付分が支払わ
れます。

介護サービス費の
全額を一度利用者
が負担します。
申請後も保険給付
の一部または全額
が一時的に差し止
めとなり、滞納し
ている保険料にあ
てられる場合があ
ります。

介護サービスを利
用した時の利用者
負担の割合が引き
上げられます。
また、高額介護サー
ビス費などが受け
られなくなります。

１年以上
滞納していると納付期限を過ぎると １年６か月以上

滞納していると
２年以上

滞納していると

※災害などの特別な事情で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。
困った時はお早めに町の担当窓口にご相談ください。

50％
公費（税）

23％
65歳以上の
人の保険料

27％
40歳以上
65歳未満の
人の保険料

国・県・町が
負担
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所得段階 対象者 負担割合 年額 月平均

第１段階
〇生活保護を受けているかた
〇世帯全員が町民税非課税のかた（老齢福祉年金受

給者等および本人年金収入等80万円以下のかた）

基準額
×0.285

(軽減前0.455)
20,520円 1,710円

第２段階
〇世帯全員が町民税非課税のかた（前年の合計所

得金額＋課税年金収入額が、80万円超120万円
以下のかた）

基準額
×0.485

(軽減前0.685)
34,920円 2,910円

第３段階 〇世帯全員が町民税非課税のかた(第２段階に該当
しないかた）

基準額
×0.685

(軽減前0.69)
49,320円 4,110円

第４段階
〇世帯に町民税が課税されているかたがいるが、本

人は町民税非課税のかた（前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万円以下のかた）

基準額
×0.9 64,800円 5,400円

第５段階
〇世帯に町民税が課税されているかたがいるが、本

人は町民税非課税のかた(第２段階に該当しない
かた）

基準額
×1.0

  基準額
72,000円

6,000円

第６段階 〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が120万円未満のかた）

基準額
×1.2 86,400円 7,200円

第７段階 〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が120万円以上210万円未満のかた）

基準額
×1.3 93,600円 7,800円

第８段階 〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が210万円以上320万円未満のかた）

基準額
×1.5 108,000円 9,000円

第９段階 〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が320万円以上420万円未満のかた）

基準額
×1.7 122,400円 10,200円

第10段階
新設

〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が420万円以上520万円未満のかた）

基準額
×1.9 136,800円 11,400円

第11段階
新設

〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が520万円以上620万円未満のかた）

基準額
×2.1 151,200円 12,600円

第12段階
新設

〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が620万円以上720万円未満のかた）

基準額
×2.3 165,600円 13,800円

第13段階
新設

〇本人が町民税課税のかた（前年の合計所得金額
が720万円以上のかた）

基準額
×2.4 172,800円 14,400円

介護保険料の改定について（お知らせ）
65 歳以上のかた（第一号被保険者）の保険料

　保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、３年ごとに基準額が設定されます。

　令和６～８年度は、月額6,000円（年額72,000円）に変更となりました。

※第１～３段階は、公費による保険料負担軽減後の負担割合および保険料です。
■用語の説明
老齢福祉年金
　大正５年(1916年)４月１日以前に生まれたかたで、
一定の要件を満たしているかたが受給している年
金です。

合計所得金額
　収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により
計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控
除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
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　町では、自動車運転免許証を返納したかたなどの日常
生活の移動手段を確保するため、「タクシー利用料金補助
事業」として、タクシー券を交付しています。
　令和６年度の申請がまだお済でないかたは、お早めに
介護福祉課へ申請をお願いします。

交付限度枚数＝ 90枚（500円券）45,000 円分
※�年度途中に申請したかたは、当該年度の残りの
月数（申請月を含む）に８枚を乗じた枚数とな
ります。（例：５月に申請した場合は８枚× 11
か月分＝ 88枚）

使用限度　１回の乗車につき６枚（3,000 円）まで
対 象 者　�自動車運転免許証の交付を受けていな

いかた（40歳以上）など
問 合 せ　介護福祉課　介護高齢者係　☎ 76-5132

利用券の額など

◎対象者
　令和６年１月１日から令和７年３月31日までに
婚姻届を提出し受理された夫婦で、次の要件をす
べて満たす世帯
〇直近の所得証明書で確認できる夫婦の合計所
得金額が500万円未満

※貸与型の奨学金を返済している場合は、返済
額を合計所得金額から控除します。

〇婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
〇夫婦ともに町内の同一物件に住民登録がある
かた

〇夫婦ともに町税などを滞納していないかた
〇補助金の交付から３年以上町内に居住する意
思があるかた

〇他の公的補助による家賃補助を受けていないかた
◎補助金額
　１世帯あたり30万円（上限）
※婚姻時の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は
60万円（上限）

◎対象経費
　令和６年４月１日から令和７年３月31日までの
期間に支払いをした結婚を機に生じた費用
○新たに町内の住宅を取得した際の費用
○町内の住宅物件を賃貸する際に要した費用で、
賃料、敷金、礼金（保証金などこれに類する
費用を含む）、共益費および仲介手数料

※夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けてい
る場合は、手当分を除きます。

○町内の物件の改修に要した費用
○婚姻に伴う引越しに要した費用（引越業者ま
たは運送業者への支払い）

◎交付申請について
　詳細は、町ホームページをご覧
ください。交付申請の手続きは、令
和７年３月31日㈪までです。

　町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引越
費用などの新生活を始めるための費用を一部助成します。

ホームページ
QRコード

結婚新生活支援事業

問合せ＝こども未来課　こども福祉係　☎76-2277

美里町タクシー利用料金補助事業の申請はお済みですか？

ごみ出しのルールを守りましょう！
　各地区のごみ収集所は、利用者である住民の皆さまで管理や清掃をしています。
　ごみ出しのルールを守り、地域全体の居住環境を守りましょう。

問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115
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令和６年度浄化槽設置整備事業補助金交付制度

◎合併処理浄化槽にすると…
側溝などに排水される汚れが大幅に減少
悪臭や害虫の発生を抑制し生活環境が向上

補助金を利用して「合併浄化槽」へ転換できます補助金を利用して「合併浄化槽」へ転換できます

対象となる地域
浄化槽整備区域と公共下水道整備区域内の未供用
区域
※公共下水道供用開始区域と農業集落排水整備区
域は、対象外です。

対象となるかた
専用住宅で、単独浄化槽または汲み取り便槽を
10人槽以下の合併処理浄化槽に入れ替えるかた
※建築基準法第６条第１項に基づく建築申請を
要する新築、増築、改築に伴う場合は対象外
です。

最大補助金
※①浄化槽設置費（10 人槽）、②配管費、

③既設槽処分費補助の場合

補助基数に
限りあり！！

71万円

補助対象 補助金額
人槽区分

①浄化槽設置費
５人槽 332,000 円
７人槽 414,000 円

10 人槽 548,000 円
②配管費 100,000 円
③既設槽処分費 62,000 円

お困りのときは、ご相談ください。

民生委員・児童委員、主任児童委員

５月12日は「民生委員・児童委員の日」
地域の身近な
相談相手

　地域の身近な相談相手として、介護や子育てなど福祉に関する様々な相談に応じ、利用できるサービス
などの情報提供や関係機関を紹介する「つなぎ役」として活動しています。

高齢者や障害のある
かたに関すること

ひとり暮らしの不安、
介護サービスの相談、
情報提供　など

子育てに関すること

子育ての悩みの相談や
虐待防止　など

生活に関すること

生活困窮による心配ご
との相談　など

　相談内容の秘密を守ることが法律上義務付けられているため、秘密が漏れることはありません。安心し
てご相談ください。地区の民生委員がわからない場合は、介護福祉課へお問い合わせください。

問合せ＝介護福祉課　社会福祉係　☎76-5132

問合せ＝上下水道課　業務係　☎76-1118

13  令和６年５月
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た
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届
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だ
さ
い

【
事
例
１
】

　
旅
先
で
車
の
バ
ッ
テ
リ
ー
が
上
が
り
、
慌
て

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
、
バ
ッ
テ
リ
ー

修
理
〇
千
円
～
と
い
う
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
業
者

の
広
告
を
見
て
電
話
し
た
。
正
確
な
料
金
は
実

際
に
見
て
か
ら
と
言
わ
れ
た
が
、
早
く
帰
り
た

い
一
心
で
来
て
も
ら
っ
た
。
現
地
に
来
た
業
者

は
状
態
を
確
認
し
、
作
業
前
に
20
万
円
を
請
求

し
て
き
た
。
あ
ま
り
に
も
高
額
で
驚
い
た
が
、

こ
こ
ま
で
呼
び
出
し
て
何
も
せ
ず
に
帰
っ
て
も

ら
う
の
は
気
が
引
け
、
作
業
を
依
頼
し
料
金
を

支
払
っ
た
。
後
日
、自
動
車
保
険
に
ロ
ー
ド
サ
ー

ビ
ス
特
約
が
付
い
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

■
困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口
は
…

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
　
☎
１
８
８
（「
１い
や
や

８
８
泣
き
寝
入
り
」
と
覚
え
て
く
だ
さ
い
。）

　
埼
玉
県
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
熊
谷

　
　
☎
０
４
８
‐
５
２
４
‐
０
９
９
９

　
役
場
『
消
費
者
相
談
窓
口
』

　
　
☎
76
‐
５
１
３
３
（
農
林
商
工
課
内
）

　

自
動
車
や
バ
イ
ク
の
事
故
や
故
障
等
が
発
生
し

た
際
、
消
費
者
自
身
で
対
処
す
る
こ
と
は
難
し

い
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
や
修
理
業

者
、
ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
業
者
と
い
っ
た
専
門
の
事

業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
自
動
車
の
ト
ラ
ブ
ル
に
慣
れ
て
い

な
い
消
費
者
が
慌
て
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索

し
、
安
価
な
料
金
表
示
の
広
告
を
見
て
依
頼
し
た

と
こ
ろ
、
実
際
に
は
高
額
な
費
用
の
請
求
を
受
け

た
と
い
っ
た
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
埼
玉
県

で
も
２
０
２
２
年
度
か
ら
相
談
件
数
が
増
加
し
て

い
ま
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

・�

ま
ず
は
冷
静
に
な
り
、
契
約
し
て
い
る
損
害

保
険
会
社
や
保
険
代
理
店
に
問
い
合
わ
せ
ま

し
ょ
う
。
電
話
が
繋
が
ら
な
い
場
合
で
も
、
焦

ら
ず
少
し
時
間
を
お
い
て
か
ら
改
め
て
連
絡
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
自
動
車
保
険
に
は
ロ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
が
付
帯
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
で

す
。
日
頃
か
ら
自
分
が
契
約
し
て
い
る
保
険
の

内
容
を
把
握
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

・�

ロ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
業
者
の
サ
イ
ト
の
表
示
や
電

話
で
説
明
さ
れ
た
料
金
を
鵜
吞
み
に
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
状
況
に
よ
り
追
加
さ
れ
る

費
用
な
ど
、
契
約
内
容
や
料
金
に
つ
い
て
事
前

に
必
ず
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・�

請
求
さ
れ
た
金
額
や
作
業
内
容
に
納
得
が
で
き

な
い
場
合
は
、
き
ち
ん
と
し
た
説
明
を
求
め
ま

し
ょ
う
。
後
日
納
得
が
で
き
る
金
額
で
支
払
う

意
思
が
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
場
で
の

支
払
い
は
き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。

・�

消
費
者
が
も
と
も
と
高
額
な
代
金
を
伴
う
契
約

を
結
ぶ
意
思
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る

（
例
：
安
価
な
広
告
を
見
て
業
者
を
呼
ん
だ
の

に
、
実
際
は
数
十
万
円
も
す
る
請
求
を
受
け
た

等
の
）
ケ
ー
ス
で
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
が

可
能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

俳
句
・
短
歌
の
投
稿
に
は
、
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
・
ふ
り
が
な
等
を
必
ず
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

 

短
歌

 

俳
句

風か
ぜ

や
み
て 

手ち
ょ
う
ず水
鉢ば

ち

に 

浮う

か
び
し 

梅う
め

の
花は

な

び
ら 

二に

、
三さ

ん
ま
い枚
か
な

小
（
大

　仏
）林

カ
ツ
子

道ど
う
み
ょ
う明

寺じ 

春は
る

告つ

げ
香か

お

り 

口く
ち

含ふ
く

み 

胸き
ょ
う
ち
ゅ
う中

和な
ご

み 

至し

ふ

く福
味あ

じ

わ
う

福
（
駒

　衣
）島

惠
美
子

ぶ
か
ぶ
か
の 

学が
く

ラ
ン
を
着き

て 

「
行い

っ
て
き
ま
す
」 

朝あ
さ

の
光ひ

か
り

に 

自じ
て
ん
し
ゃ

転
車
走は

し

ら
す

原
（
下
児
玉
）田

　
淳
子

戦せ
ん
ら
ん乱
に 

地じ

し

ん震
に
コ
ロ
ナ 

温お
ん
だ
ん暖
化か 

地ち
き
ゅ
う球
持じ

ぞ

く続
の 

自じ

こ己
防ぼ

う
え
い衛
か有

（
中

　里
）馬

　
康
博

春は
る

の
使し

し
ゃ者 

土つ
ち

に
映は

え
る
は 

ふ
き
の
と
う 

ち
ら
ち
ら
小こ

ゆ
き雪 

う
っ
す
ら
と
お
お
う

有
（
中

　里
）馬

　
千
代

お
い
な
り
さ
ん
供
え
る
姑

お
ば
あ
ち
ゃ
んの

声 

こ
の
味
覚
え
て
く
れ
た
ん
だ
ね

丸
（
駒

　衣
）山

　
好
子

陽よ
う
こ
う光

あ
び 

土ど

て手
に
ゆ
れ
て
る 

水す
い
せ
ん仙

は 

律り
ち
ぎ義

け
な
げ
に 

居い

ば

し

ょ

場
所
守ま

も

り
て

清
（
大

　仏
）水

ミ
ヨ
子

今こ
ん
や夜

こ
そ 

酒さ
け

を
断た

つ
ぞ
と 

誓ち
か

う
朝あ

さ 

寝ね

起お

き
の
辛つ

ら

さ 

午ご

ご後
に
は
消き

え
た

原
（
小
茂
田
）

　
武
久

花
の
昼 

言
葉
か
た
こ
と 

孫
二
歳

飯
（
古

　郡
）尾

　
君
江

広報みさと５月号　№634　14  



５月30日は「ごみゼロの日」です！　ごみについて考えましょう！
　「ごみゼロの日」は、「ご（５）み（３）ゼロ（０）」の語呂合わせで、1970年代に愛知県豊橋市から始ま
り、その後全国へ広まったといわれています。
　令和５年度に町内から小山川クリーンセンターへ以下のごみ量が搬入されています。
　各家庭においても、家庭ごみが少なくなるよう、減量化・リサイクル・３Ｒ ＋ Renewableの取組みを
お願いします。

合計 可燃
ごみ

不燃
ごみ

粗大
ごみ

リクエスト
収集

不法
投棄

有害
ごみ

資源
ごみ

令和５年度 3,560 3,212 209 83 ６ ２ ４ 44
令和４年度 3,628 3,263 220 92 ４ ２ ３ 44
（前年度比） -68 -51 -11 -９ +２ ０ +１ ０

　３Ｒ…次の３つの英単語の頭文字
　　　　Reduce（リデュース）：ごみの発生抑制
　　　　Reuse（リユース）：再利用
　　　　Recycle（リサイクル）：再資源化
　Renewable（リニューアブル）：再生可能な資源（物）へ代替する

【単位：t】

食品廃棄物の減量化に取り組みましょう！
　「食品ロス対策マグネット」を、総務課とコニュニティセンターの
窓口で配布しています。冷蔵庫内の食品がわかり、食品の買いすぎ
を防ぎ、食品廃棄物の減量につながります。ぜひ、活用ください。
　

美里町再生可能エネルギー設備等導入補助金について
　町は、脱炭素の推進および災害時におけるエネルギー自給などを高めることを目的に住宅敷地内に設置
する太陽光発電設備、蓄電池およびV２H充放電設備費用を補助します。
【対象者】
① 町内の住宅用地に建つ居住用住宅に電力を供給

する目的で発電システムなどを設置した者、ま
たは発電システムなどを設置した町内の建売住
宅を購入した者

② ①に該当する住宅に居住し、住所を有する者
③ 本人および世帯員に町税の滞納がないこと
【補助金額】
　最大30万円（太陽光発電設備、定置型蓄電池、
V2H充放電設備それぞれにつき10万円）
※対象設備は、発電容量、用途、契約内容期間な

どの条件があります。

【交付申請手続】
　契約書などの日付から６か月以内に、申請書に
必要書類を添えて、提出してください。
【注意事項】
　この補助事業は、令和６年４月１日以降に契約
した発電システムなどについて、適用となります。
補助事業を利用される際は、詳細を
ホームページで確認いただくか、事
前にお問合せいただきますようお
願いいたします。

ホームページ
QRコード

燃える
ごみ

燃えない
ごみ

生ごみは水を
切ってから！！

問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115

問合せ＝総務課　生活環境係　☎76-1115

15  令和６年５月

生 活 情 報
l i fe



農地の転用には許可が必要です
　農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に利用しようとする場合には、農地転用許可が
必要です。
　また、転用しようとする農地が、農業振興地域内の農用地区域（青地）に指定されている場合は、原
則として転用は許可されません。やむを得ず転用する場合は、農用地区域から除外する手続きを行った
後、農地転用の手続きを行うことになります。
　転用をお考えのかたは、必ず事前にご相談ください。

【農地転用の許可】
◎対象になる農地
　登記地目が農地の土地です。また、登記地目が
農地でなくても、農地として利用されている土地
も対象となります。
◎転用の可否
　転用の許可は、農地法の基準（場所や目的など
により異なります）により判断されます。
◎申請手続き
　毎月 10日（10 日が土日、祝日の場合はその翌
日の開庁日）までに申請書を提出してください。
　申請から許可までにかかる期間は、おおよそ２
か月です。

【農用地区域からの除外】
◎除外の要件
　除外するには、次の６つの要件を全て満たすこ
とが必要です。
①�必要性および緊急性があり、他に代替すべき土
地がなく、農地転用など、必要な許認可の見込
みがあること

②�農用地区内における農業経営基盤強化促進法に
規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれ
がないと認められること

③�農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上
の利用に支障がないこと

④�効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する
農用地の利用集積に支障がないこと

⑤土地改良施設などの機能に支障がないこと
⑥�土地改良事業などの工事が完了した年度の翌
年度から起算して８年を経過した土地である
こと

◎申出手続き
　必ず事前相談のうえ、４月、７月、10 月、１
月の各 10日（10 日が土日・祝日の場合は、その
翌日の開庁日）までに、申出書を提出してください。
　申出から除外までにかかる期間は、おおよそ９
～ 10か月です。

問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）
　　　　☎76-5133

農薬の適正な使用をお願いします！
　近年、農薬に関する事故やトラブルが増加しています。農薬を使用する場合は、周囲の安全、環境に十
分配慮し、使用前には必ずラベルの記載事項を遵守し適正に使用しましょう。

◎�近隣に住宅や学校、通学路がある場合には、散
布の時間帯を選んでください。また、飛散しな
い農薬を選ぶ、風のないときに散布するなど、
配慮してください。

◎�使用した農薬の空き容器などは、農地に放置せ
ず、適切に廃棄してください。

問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133

広報みさと５月号　№634　16  
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農耕車に付着した泥は落としてから道路へ！
　トラクターなどでの農作業後、田畑から公道へ出る前には、タイヤなど
についた泥は取り除いてから道路を走行していただくようお願いします。
　道路に落ちた泥のかたまりは、通行の妨げや交通事故の原因になること
があります。
　やむを得ず道路に泥を落としてしまった場合は、清掃をお願いします。

問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133

農地バンク制度について
　「農地バンク制度」とは、農地の所有者のかたに、耕作や管理が困難になった農地を登録していただき、
その情報を農地の借受などを希望するかたに提供することで、貸借などを支援する制度です。
　遊休農地の発生を防止し、農地の有効利用のため、「農地を貸したい・売りたい」「農地を借りたい・
買いたい」と考えているかたは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133

森林を取得したかたは「所有者届出書」が必要です
　個人・法人を問わず、売買や相続により、地域
森林計画の対象となっている森林の土地を新たに
取得したかたは、面積に関わらず、森林法により
「森林の土地の所有者届出書」の提出が義務付けら
れています。 問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133

【届出期間】
　土地の所有者となった日から90日以内に、取得
した土地のある市町村に届出をしてください。

森林の樹木を伐採するときは「伐採届」が必要です
　地域森林計画の対象となっている森林の樹木を伐採するときは、森
林法により、「伐採届」の提出が義務付けられています。
　伐採する場合は、対象となっている森林か事前に農林商工課までお
問い合わせください。

【届出対象者】
◎森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有
者が提出します。
◎森林所有者が請負によって伐採するときは、森
林所有者と伐採業者が連名で提出します。

【届出期間】
◎伐採を始める 30日前までに提出してください。
無届で伐採した場合は、森林法による罰則が適
用されることがあります。

◎森林以外に転用するため、0.1�ha 以上１ha以下
まで（太陽光発電設備を設置する場合は、0.1�ha
以上 0.5ha 以下）の開発（土地の形質変更）を
伴う伐採を行う場合は、「伐採届」とあわせて「小
規模林地開発行為届出書」の提出が必要です。
◎１ha（太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ha）
を超える開発を行う場合は、「伐採届」でなく、
埼玉県寄居林業事務所に「林地開発許可」の申請
が必要です。

問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133
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個人住民税（町・県民税）の定額減税について
　「令和６年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和す
るため、国の経済対策として令和６年度に課税される個人住民税の定額減税が実施されます。
【定額減税の対象となるかた】
　令和６年度個人住民税の所得割が課税されるか
たで、令和６年度個人住民税にかかる合計所得金
額が 1,805 万円以下のかた
※個人住民税は「均等割額（森林環境税もあわせ
て徴収）」と「所得割額」からなっており、定
額減税の控除は所得割額から行います。（均等
割および森林環境税からは控除しません。）

【定額減税額】
　納税者本人からの個人住民税の定額減税額は次
の合計額になります。ただし、その合計額が個人
住民税所得割分を超える場合は、個人住民税所得
割分が限度額となります。
◆納税者本人　１万円
◆控除対象配偶者または扶養親族（国外居住者を
除く）　１人につき１万円

※国税である所得税の定額減税
（対象者１名につき３万円）に
ついては、国税庁特設サイトを
ご覧ください。

【定額減税後の個人住民税の主な納付方法】
◆特別徴収（給与天引き）のかた
　令和６年６月分は徴収せずに、定額減税後の税
額を令和６年７月分から令和７年５月分の 11 か
月に分割して徴収します。
◆普通徴収（納付書や口座振替等）のかた
　定額減税前の税額をもとに算出した第１期分
（令和６年６月分）の税額から減税し、第１期分
から減税しきれない場合は、第２期分（令和６年
８月分）以降の税額から、順次減税します
◆年金特別徴収（年金天引き）のかた
　定額減税前の税額をもとに算出した令和６年10
月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない
場合は令和６年 12月分以降の特別徴収税額から、
順次減税します。

問合せ＝税務課　住民税係　☎76-5131特設サイト
QRコード

再生可能エネルギー発電設備を新たに設置する場合は
町の許可が必要になります
　４月１日に「美里町再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業の適正管理に関する条例」
が施行されました。
　再生可能エネルギー発電設備を新たに設置する場合は町の許可が必要になりますのでご注意くださ
い。また、既存の再生可能エネルギー発電設備についても適切に維持管理を行うよう規定をしています。

【再生可能エネルギー発電設備とは】
　化石燃料を使用せず太陽光、風力、水力、地熱、
バイオマスのような自然界に常に存在するエネル
ギーを利用し発電を行う設備のことです。
【美里町再生可能エネルギー発電設備の設置事業】
　発電事業を行う区域の面積が 1,000㎡以上また
は発電量が 10kw 以上のものです。ただし、①②
のどちらかに該当する場合は許可不要です。
　①建築物の屋根または屋上に設置するもの
　②農地法の許可を得ている営農型の太陽光発電設備

【美里町再生可能エネルギー発電設備の維持管理事業】
　再生可能エネルギー発電設備が適切に管理され
ていないことが確認できた際は、適切な管理を行
うよう指導することがあります。
　維持管理に関する指導は、新たに設置するもの
だけでなく既設の設備に対しても行います。

問合せ＝建設課　管理係　☎76-5134
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問合せ＝税務課　資産税係　☎76-5131

軽自動車税（種別割）、固定資産税（第１期）の
納期限は５月31日㈮です。
納付書に印字された「ＱＲコード」を利用した納付も可能です。

自動車税（種別割）の納期限は、５月31日㈮です！
　コンビニエンスストアの窓口での納付のほか、納税通知書などに記載された地方税統一QRコー
ド（eL-QR）によりスマートフォン決済アプリでの納付が可能です。（PayPay、ｄ払い、PayB、
auPAY、ファミペイ、楽天ペイ、楽天銀行アプリなど）
　また、地方税お支払いサイトから、クレジットカードやインターネットバンキ
ングなどの方法での納付も可能です。
※自動車税種別割全般に関すること、住所変更、納付書紛失などの連絡、納税状
況の確認などについては、自動車税コールセンター（☎0570-012-229）へご
連絡ください。

減免申請にはマイナンバーを忘れずに!!
　減免申請を行う場合、マイナンバー（個人番号）または法人番号の記入が必要となります。
　個人のかたが個人番号を記載した申請書を提出する際は、本人確認（番号確認および身
元〈実存〉確認）が必要となるため、運転免許証などの本人確認書類の提示、または写し
の添付をお願いします。

軽自動車の廃車・売却をしたが、
納税通知書が届いた…

４月１日以前に廃車手続きや車両を売却したにもかか
わらず、軽自動車税（種別割）が課税されている場合
は、税務課　資産税係までご連絡ください。

　身体に障害があるかたなどが所有する軽自動車については、税の減免制度があります。
　申請は、毎年必要になりますので、減免を受けようとするかたは、お早めに税務課　資産税係へ申請し
てください。

軽自動車税（種別割）には減免制度があります

■申請期限　５月31日㈮まで
■持参するもの
①身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳のいずれか（コピー不可）

②運転者のかたの運転免許証
③自動車検査証または軽自動車届出済証
④納税通知書
⑤納税義務者のかた（法人を除く）の個人番号確認および
身元確認書類

※自動車税の減免は、障害があるかた
１名につき１台に限られます。すで
に普通自動車税（種別割）の減免を
受けているかたは、重複して軽自動
車税（種別割）の減免は受けられま
せん。また、障害の程度によっては
減免を受けられない場合があります。

Ｑ A

地方税お支払いサイト
QRコード
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令和６年度　農作業標準料金をお知らせします
農作業を安心してお任せできる組織・個人がいますのでご利用ください。

美里町農作業受委託調整委員会からのお知らせ

作　業　名 単 位 基本料金 摘　　要

耕　
起

耕起（１回） 10ａ 6,600円 ロータリー使用、未整備地区は２割増

耕起（２回） 〃 9,240円 ロータリー使用、未整備地区は２割増

休耕地耕起（１回） 〃 7,920円 ３年以上放置農地（現状により加算）

特殊耕起 〃 9,240円 果樹園地など

水　
稲

代かき 〃 7,920円 ドライブハロー（整地は別）

育苗 １箱 792円 10ａ当り標準25～30箱

田植え 10ａ 9,240円 補植は別

除草・殺菌・殺虫（散布機） 〃 1,980円 農薬代は別

全面受託 〃 96,360円 農薬代・肥料代などは別

麦

麦播き 〃 9,240円 ドリル播き

溝掘り（排水対策） ｍ当り 26円

麦踏み 10ａ 1,980円 ローラー使用

除草・殺菌・殺虫（散布機） 〃 1,980円 農薬代は別

刈
取
・
収
穫

コンバイン（ほ場整備地区） 〃 19,800円 結束は2,640円増
倒伏･湿害などの場合50％以内の割増ありコンバイン（未整備地区） 〃 26,400円

ネギ収穫 １時間 4,656円 専用機械を使用、オペレーター付

乾燥からもみすり調製 10ａ 17,160円 袋は委託者負担、製品配達料金は別、袋詰めは１袋当り
55円増

もみすり調製のみ 30㎏ 660円 製品配達料金・袋代は別

管
理
・
そ
の
他

土層改良機（プラソイラー） 10ａ 5,280円 オペレーター付

畦畔造り（土手つき） ｍ当り 105円

野菜移植機 １日 6,600円 機械のみ

肥料撒き（元肥） 10ａ 1,584円

堆肥撒き（マニアスプレッダ）
１日 13,200円

機械のみ　別途走行１kmあたり26円加算、オペレー
ター代は別料金、堆肥は別半日 6,600円

堆肥積込（ホイールローダー）
１日 13,200円

機械のみ　オペレーター代・燃料代・堆肥は別
半日 6,600円

果
樹

除草・防除・剪定・摘果 １時間 1,188円 機械持込みの場合＋1,320円／時間、薬剤・資材代は別

草刈り（歩行型機使用） 10ａ 9,240円 オペレーター付

※この料金はあくまでも目安です。実際に作業委託
する場合は、双方で十分話し合いをしてください。
燃料費や農業用資材費などの高騰が続いています
ので、応分の上乗せも話し合ってください。

※ほ場の条件によっては、若干の加算もあります。

※機械の回送を伴う場合は、別途片道3,300円かか
ります。

※上記料金には、消費税が含まれています。
※上記料金の見直しなどがあった場合は、改めて
お知らせします。

問合せ＝農林商工課　農政推進係　☎76-5133

広報みさと５月号　№634　20  

生 活 情 報
l i fe



５月１日から６月30日は、「不正大麻・けし撲滅運動」期間です！
　大麻の使用は有害で、不正栽培・所持は犯罪です。また、「けし」には法律で
栽培が禁止されている種類があります。特に大麻は「海外では合法化されてい
るから害がない」などといった誤った情報が広まり、若年層への乱用の拡大が
懸念されています。正しい情報を知り、自分の身を守りましょう。
　大麻や栽培してはいけない「けし」を発見したら、本庄保健所までご連絡ください。�

本庄保健所からのお知らせ　問22-6481

児玉郡市広域消防本部からのお知らせ　問24-8392

　全ての住宅で義務化となっている住宅用火災警報器の設置状況調査を行います。
　消防職員が無作為抽出によりお宅を訪問し、玄関先もしくはインターホン越しで聞き取り調査を行いま
すので、皆さまのご協力をお願いします。（住宅内へ入ることは一切ありません。）
【調査期間】
５月７日㈫～５月27日㈪

【調査内容】
　①住宅用火災警報器の設置の有無
　②住宅用火災警報器を設置している場合は、設

置場所と経過年数
　③住宅用火災警報器の点検（作動確認）の有無

と結果

※不適正な訪問販売や電話勧誘などが増加してい
ます。消防署や役所の職員が個人宅を訪問し、
住宅用火災警報器や消火器の販売などを行うこ
とはありません。これらの悪質な業者にはご注
意ください。

住宅用火災警報器の設置調査を行います

【対象となる要件】
・�町内に居住し、住民基本台帳に
登録されているかた
・�改修工事を行う住宅を所有して
いるかた
・�改修工事金額が 10 万円以上で
あること（消費税除く）
・町税などに滞納がないこと
・�町内業者による住宅改修工事であること

【申請方法】
　改修工事完了後、申請書に必要な書類（ホー
ムページに記載）を添え、農林商工課へ提出し
てください。
※�改修工事施工前の現場写真が必要です。撮り
忘れにご注意ください。

【交付方法・交付額】
　改修工事完了報告後、対象となる改修工事金
額の 10％に相当する額（上限５万円・千円未満
切捨て）を美里町商工会が発行する商品券「み
さと元気チケット」で交付します。

住宅改修資金補助事業のお知らせ
　町内の商工業の活性化と町内居住者の住環境向上のため、住宅改修工事費の一部
補助を行います。
　要件に該当するかたは、ぜひご利用ください。

問合せ＝農林商工課　観光商工係　☎76-5133

ホームページ
QRコード
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行 政 情 報
administration

美里町指名競争入札結果
（令和６年３月22日開札）

※ 各表の一番上の業者が落札者です。
　 入札結果の詳細については、　町ホーム

ページをご覧ください。

美里町水道事業配水管布設工事等設計業務委託
履 行 場 所：美里町大字甘粕地内外
予 定 価 格：11,280,000円(消費税除く)
契 約 額：11,330,000円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
㈱東洋設計事務所　埼玉出張所 10,300,000円
㈱利根設計事務所　埼玉営業所 10,800,000円
㈱シーエスエンジニアズ 10,850,000円
㈱明水設計　埼玉営業所 11,100,000円
㈱日水コン　埼玉事務所 11,310,000円
㈱東京設計事務所　関東事務所 12,500,000円

水道水水質検査業務委託
履 行 場 所：美里町内全域
予 定 価 格：3,812,000円(消費税除く)
契 約 額：2,747,800円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
㈱環境計量センター　埼玉営業所 2,498,000円

（一社）埼玉県環境検査研究協会 3,242,800円
㈱江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 3,310,400円
環境未来㈱　埼玉営業所 3,416,000円
㈱総合環境分析　埼玉営業所 3,466,000円
㈱新環境分析センター　関東営業所 3,540,000円
㈱静環検査センター　埼玉営業所 3,900,000円
㈱保健科学東日本 辞退

下水道事業施設水質分析業務委託
履 行 場 所：美里町大字広木地内外
予 定 価 格：1,449,000円(消費税除く)
契 約 額：1,474,000円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
山根技研㈱ 1,340,000円
㈱環境総合研究所 1,411,000円
㈱熊谷環境分析センター 1,446,000円
㈱環境テクノ 1,510,000円

（一社）群馬県薬剤師会環境衛生試験センター 1,806,000円
（一社）埼玉県環境検査研究協会 1,891,100円
平成理研㈱　群馬営業所 辞退

美里町議会だより作成業務委託
履 行 場 所：美里町大字木部323番地１
予 定 価 格：2,800,875円(消費税除く)
契 約 額：1,862,437円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
㈱文林堂印刷所 1,693,125円
たつみ印刷㈱ 1,732,500円
山進社印刷㈱ 2,415,000円
朝日印刷工業㈱　埼玉営業所 2,835,000円
大屋印刷㈱ 辞退

公営企業会計支援業務委託
履 行 場 所：美里町大字木部323番地１
予 定 価 格：4,798,000円(消費税除く)
契 約 額：3,300,000円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
㈱フリーフライト 3,000,000円
㈱港公会計 4,480,000円
㈱トータル・リアルティ・アドバイザーズ 辞退
かがやき（税）　水戸事務所 辞退
ＯＡＧ（税） 無効

美里町指名競争入札結果
（令和６年３月29日開札）

５月と９月は あいさつ・ありがとう重点推進月間５月と９月は あいさつ・ありがとう重点推進月間

あいさつ・ありがとう運動を推進しますあいさつ・ありがとう運動を推進します
「ありがとう」で広がる笑顔の「ありがとう」で広がる笑顔の 輪輪
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「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。お 知 ら せ
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種
情
報
を
掲
載
（
掲
載

情
報
は
随
時
更
新
）
し
て
い
る
「
定
額

減
税
特
設
サ
イ
ト
」
が
開
設
さ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

日
時
＝
①
５
月
14
日
㈫　
午
前
10
時
～

正
午　
②
５
月
22
日
㈬　
午
前
10
時

～
正
午
、
午
後
２
時
～
４
時

場
所
＝
①
本
庄
税
務
署　
２
階
会
議
室

　
②
埼
玉
県
本
庄
地
方
合
同
庁
舎

※
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

定
員
＝
①
５
月
14
日
㈫　
20
名　
②
５

月
22
日
㈬　
各
回
50
名
（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

に
よ
る
事
前
予
約
制
）　

　

※
詳
細
は
特
設
サ

イ
ト
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

そ
の
他
＝
特
設
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
説

明
会
で
使
用
す
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
同
じ
内

容
の
動
画
を
配
信
し
て
い
ま
す
。
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
本
庄
税
務
署

　
法
人
課
税
部
門　
☎
22
－
２
１
１
２

本
庄
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明

　
個
人
・
法
人
事
業
者
の
か
た
向
け
に

「
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
」

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
５
月
14
日
㈫　
午
後
２
時
～
４
時

場
所
＝
本
庄
税
務
署　
２
階
会
議
室

※
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

定
員
＝
20
名
（
事
前
登
録
制
）

申
込
み
・
問
合
せ
＝
本
庄
税
務
署

　
法
人
課
税
部
門　
☎
22-

２
１
１
２

　
個
人
課
税
部
門　
☎
22-

２
１
１
４

事
前
申
込
不
要
・
参
加
費
無
料

若
者
対
象
就
職
面
接
会
開
催

　
若
年
者
の
就
職
を
応
援
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
17
日
㈪　
午
後
１
時
15
分

～
４
時
（
午
後
０
時
45
分　
受
付
開

始
）

場
所
＝
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ　
地
下

展
示
場
（
第
１
～
５
）

対
象
者
＝
高
校
、
専
修
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
短
期
大
学
、
大
学
、
大
学

院
等
を
卒
業
後
概
ね
３
年
以
内
の
か

た
お
よ
び
34
歳
以
下
の
若
年
者

内
容
＝
企
業
担
当
者
に
よ
る
面
接
・
企

業
説
明

参
加
企
業
＝
１
０
０
社
程
度
（
予
定
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

持
ち
物
＝
履
歴
書
複
数
枚
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
受
付
票
（
お
持
ち
の
か
た
）

　
※
履
歴
書
な
し
で
も
参
加
可
能

問
合
せ
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
本
庄

　
☎
22
－
２
４
４
８

相
談
無
料
‼

関
東
財
務
局
の
相
談
窓
口

　
関
東
財
務
局
で
は
、
金
融
取
引
や
多

重
債
務
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い

て
、
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
１
人
で
悩
ま
ず
に
、
ま
ず
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

〇
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
に
関
す
る
ご
相
談

　
☎
０
４
８
－
６
１
３
－
３
９
５
２

〇
ヤ
ミ
金
融
業
者
な
ど
に
関
す
る
ご
相
談

　
☎
０
４
８
－
６
０
０
－
１
１
５
１

〇
電
子
マ
ネ
ー
や
暗
号
資
産
に
関
す
る

ト
ラ
ブ
ル

　
☎
０
４
８
－
６
０
０
－
１
１
５
２

〇
多
重
債
務
相
談　

　
☎
０
４
８
－
６
０
０
－
１
１
１
３ 埼玉労働局

ホームページ
ＱＲコード

特設サイト
ＱＲコード

23  令和６年５月



「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。 お 知 ら せ
Information

参
加
費
募
集
！

【
本
庄
早
稲
田
塾
】

女
性
リ
ー
ダ
ー
研
修

　
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
力
を
身
に
着
け
、
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る
方
策
を
学
び
ま

す
。

　
ま
た
、
働
き
や
す
い
職
場
を
実
現
す

る
た
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
お
よ
び
ア
ン

ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
技
術
も
学
び
ま

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
６
月
20
日
㈭
・
７
月
19
日
㈮　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
45
分

場
所
＝
早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

講
師
＝
上
岡�

実
弥
子
（
か
み
お
か　

み
や
こ
）�

氏

対
象
＝
女
性
の
中
堅
社
員
や
女
性
リ
ー

ダ
ー
な
ど

定
員
＝
30
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
６
、０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
含
む
）

申
込
方
法
＝
６
月
17
日
㈪
ま
で
に
、
電

話
ま
た
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申

込
み

問
合
せ
＝
（
公
財
）
本
庄
早
稲
田
国
際

リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク

　
☎
24
－
７
４
５
５

国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園
か
ら
の
お
知
ら
せ

５
月
見
頃
の
お
花

　

５
月
中
旬
ま
で
、
色
と
り
ど
り
の

「
ル
ピ
ナ
ス
」
が
公
園
・
庭
園
樹
園

の
木
々
の
下
に
広
が
る
『
こ
も
れ
び

花
畑
』
で
鮮
や
か
に
開
花
し
ま
す
。

　

フ
ジ
の
花
を
逆
さ
に
し
た
よ
う
な

花
姿
は
必
見
で
す
。

　

こ
の
機
会
に
大
自
然
に
囲
ま
れ
た

緑
豊
か
な
公
園
で
散
策
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

※
天
候
に
よ
り
、
見
頃
が
前
後
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

開
演
時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

休
園
日
＝
毎
週
月
曜
日

入
園
料
＝
中
学
生
以
下
無
料
、
大
人

（
高
校
生
以
上
）
４
５
０
円
、
シ
ル

バ
ー
（
65
歳
以
上
）
２
１
０
円

　

※
駐
車
料
金
別
途
必
要
（
普
通
車　

７
０
０
円
／
１
日
）

問
合
せ
＝
国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園

　
管
理
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
９
３
－
５
７
－
２
１
１
１

国
家
を
守
る
、
公
務
員

自
衛
官
募
集

　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
で

は
、
次
の
要
領
で
自
衛
官
な
ど
を
募

集
し
ま
す
。

【
第
２
回
一
般
幹
部
候
補
生
】

受
付
期
限
＝
６
月
13
日
㈭
ま
で

受
験
資
格
＝
①
大
学
程
度
試
験　

22

歳
以
上
26
歳
未
満
の
か
た
（
20
歳
以

上
22
歳
未
満
の
か
た
は
大
卒
（
見
込

含
）、
修
士
課
程
修
了
者
等
（
見
込

含
）
は
28
歳
未
満
の
か
た
）
②
院
卒

者
試
験　
20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
か

た
、修
士
課
程
修
了
者
等
（
見
込
含
）　

③
歯
科
・
薬
剤　
専
門
の
大
卒
（
見

込
含
）、
20
歳
以
上
30
歳
未
満
の
か

た
（
薬
剤
科
は
20
歳
以
上
28
歳
未
満

の
か
た
）

試
験
日
＝
【
１
次
試
験
】
６
月
22
日
㈯

　
【
２
次
試
験
】
７
月
30
日
㈫
～
８
月

５
日
㈪

合
格
発
表
＝
【
１
次
試
験
】
７
月
18
日

㈭　
【
最
終
】
９
月
19
日
㈭

入
隊
時
期
＝
令
和
７
年
３
月
下
旬
予
定

そ
の
他
＝
一
部
期
日
等
で
変
更
が
あ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
細
部
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部　

熊
谷
地
域
事
務
所

　
☎
０
４
８
－
５
２
２
－
４
８
５
５

【
広
告
】
内
容
は
直
接
広
告
主
へ

問合せ＝総務課　庶務係　☎︎76-1115

広告募集中！
掲載を希望されるかたは

お気軽に問い合わせください！

申込み
ＱＲコード

広報みさと５月号　№634　24  



　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。
　もう１つが「警察相談専用電話『＃９１１０』」です。
　緊急ではないが警察に相談したいことがある、と
いう場合は『＃９１１０』へ。
＊ 24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・

年末年始は当直対応となります。）
■プッシュ回線：#9110
■ダイヤル回線：☎048-822-9110

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機
関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、
判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝�＃7119　☎048-824-4199
　　　　　　（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）
※次の番号からも電話をかけられます。
　○大人の救急電話相談　#7000
　○小児救急電話相談　#8000
　　または　☎048-833-7911
※利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ
イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえ利用ください。
■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課
　　☎048-830-3559

○大人の救急電話相談・小児救急電話相談
　（全国共通ダイヤル＃7119で365日、24時間実施）

　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合は、
児玉郡市広域消防本部指令課（☎24-1119）で医療機関
の情報をご案内します。

○医療機関情報の問い合わせ（24時間）

　休日の軽症の内科系診療は、本庄市児玉郡医師会
医師により本庄市保健センター内の休日急患診療所
で行っています。受診するときは健康保険証をお忘
れなく。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
　　　　　※発熱外来も行なっています
　　　　　午後７時～10時（受付：９時45分まで）
住　　所　本庄市北堀1422-1（本庄市民文化会館隣）

○休日診療

　毎週木曜日に、休日急患診療所で内科系
疾患の夜間診療を行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療時間　毎週木曜日 午後８時～10時
　　　　　 （受付：９時45分まで）
※木曜日が祝日・年末年始（12月30日～１月３日）に

あたる場合の診療時間は、休日診療と同じです。

○平日夜間診療

年間をとおして新規会員を募集中です。町内在住で、60歳以上
の健康で働く意欲のあるかたをお待ちしています。詳しくは、

「入会説明会」にご参加ください。説明会に出席できないかたは、
事務局までご相談ください。

「シルバー人材センター」からのお知らせ

入会説明会
【日　時】　５月21日㈫　午前10時30分～
【場　所】　美里町遺跡の森館
【問合せ】　美里町シルバー人材センター　☎76-5430

仕事を依頼したい企業や個人のかたへ
～シニア向けの仕事をお受けします～

高齢者にふさわしい仕事をお受けいたしますので、お気軽
にご相談ください。仕事内容に合った会員をマッチングします。

人口 10,789人 （－29人）

男 5,465人 （－24人）

女 5,324人 （－５人）

世帯 4,575戸 （＋１戸）

人口増減内訳

出生 転入 死亡 転出

３ 37 25 44

４月１日現在の人口と世帯  
(　　)内は前月比です。

外国籍のかた227人も含みます。

○在宅当番医療機関  ▶診療時間　午前９時～正午
休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。

月　日 医療機関名 電話番号

５月12日㈰ 鈴 木 外 科 病 院 ☎72-1235

５月19日㈰ 黒 岩 整 形 外 科 医 院 ☎34-0551

５月26日㈰ 恵 南 ク リ ニ ッ ク ☎24-0008

６月２日㈰ あたご山クリニック ☎22-8733

６月９日㈰ 本 庄 皮 膚 科 医 院 ☎22-3233
※当番医は変更になる場合がありますので、確認してか

らお出かけください。
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開館時間　平日：午前10時～午後６時　土日祝日：午前10時～午後５時
※休館日…毎週月曜日、５月31日㈮【整理日】

ホームページ
ＱＲコード

新しい本を紹介します。
一 般 書

児 童 書

アリー・チャン/作・絵　小栗 左多里/訳　
トニー・ラズロ/訳　フレーベル館

『もっとまざっちゃおう！』

色たちは「まざっちゃおう」って
決めて、それぞれ新しい家族や仲
間たちをつくった。だけど、その
色や形や大きさの違いで、一緒
にいられなくなることも…。多様
性社会のその先を描く絵本。「ま
ざっちゃおう!」の続編。

パフェは完璧なデザートという意
味!?　ものさしと定規はちがうも
の!?　ファスナーとジッパーは同
じ!?　思わず誰かに教えたくなる、
ことばのヒミツを紹介する。

森見 登美彦/著　中央公論新社

舞台はヴィクトリア朝京都。洛中
洛外に名を轟かせた名探偵ホー
ムズが…まさかの大スランプ!?　
ホームズとワトソンはこの摩訶不
思議な大迷宮(スランプ)を抜け出
せるか-。『小説BOC』連載を改稿
し単行本化。

樋口 恵子/著　中央公論新社

ヒグチさん91歳、ヨタヘロ期を前向
きに実況中継！　物忘れ防止術、転
んで顔面５色事件、89歳の乳がん手
術…。トホホな日常をアハハに変え
る、ご機嫌のヒント満載エッセイ。

『婦人公論』掲載と書き下ろしを合
わせ単行本化。

『シャーロック・ホームズの凱旋』

大塚 勇三/再話・訳　PEIACO/画　福音館書店

『ねえねえ、きょうのおはなしは…』
世界の楽しいむかしばなし

日本の子どもたちに、世界の昔話や創作児童文学を紹介
しつづけてきた大塚勇三が、雑誌や単行本で発表した
よりすぐりのお話を紹介。グリム童話や北欧の昔話など、
全20話を収録する。

近藤 麻理恵/著　匠書房

叶えたいことを全部実現させて、今よりもっとときめく
人生を送るには。「理想の暮らしを限界まで妄想する」

「人間関係を片づける」「成長途中の自分を楽しむ」など、
77のヒントを紹介します。書き込み式ワークあり。

［引用］ＴＲＣ株式会社図書館流通センター

『こんまり流今よりもっと人生がときめく77のヒント』

『あした話したくなる大人も知らないことばの世界』

『老いの上機嫌』�90代！　笑う門には福来る

　小林 実/文　林 明子/絵　福音館書店

雨の日など、図書館に来館する際や車から移動する時雨の日など、図書館に来館する際や車から移動する時
などに、本・雑誌・資料などが濡れないようにご注意などに、本・雑誌・資料などが濡れないようにご注意
ください。ください。

りんか/著　あんな/著　大和書房

『小学生がお菓子を作れるようになる本』
はじめてでもできる!

グミやマフィン、パンケーキなどの定番から、お店みた
いなショートケーキまで。子どもにも大人にも人気のお
菓子が作れる、失敗知らずのレシピを紹介。作り方はプ
ロセス写真でわかりやすく説明する。

工藤 勇一/著　幻冬舎

リーダーシップとは何かから、チームのまとめ方、プロ
ジェクトの進め方、対立の解消の仕方、人の心に届く言
葉の選び方まで、リーダーになるための基本を紹介する。
横浜創英中学・高等学校の特別授業をもとに書籍化。

『15歳からのリーダー養成講座』改革のカリスマ直伝！
Autonomy,Dialogue�and�Creation
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お手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキング 277

１人当たり
エネルギー 塩分
276kcal 2.1g

※食改会員さんを募集しています。詳しくは、お問い合わせください。
［問合せ］住民保険課　健康推進係　☎76-1366

豚キムチ豆腐

作り方
① 豚肉は食べやすい大きさに切る。
② 豆腐とキムチは食べやすい大きさに切る。
③ しらたきは食べやすい長さに切り、熱湯をかけ、水けをよくきる。
④ ねぎは斜め切りにする。にんじんは短冊切りにする。
⑤ 鍋にだし汁を入れ煮たて、にんじんを加えて煮る。
⑥ 火が通ったら①②③を加えて煮、Ⓐを加えて調味してさらに煮る。
⑦ ねぎを加えてひと煮立ちさせ、火を止める。

協力：美里町食生活改善推進員連絡協議会

254手話講座手話講座
ワンポイント

（出典：わたしたちの手話（１）
／（一財）全日本ろうあ連盟発行）

～　楽しい　～
両手を胸に当てて
交互に上下させる

（４人分)材 料
豚もも肉……………240g
木綿豆腐……………600g
白菜キムチ…………120g
しらたき……………200g
ねぎ………………… 80g
にんじん……………120g
だし汁…………… 300㎖
　しょうゆ…… 小さじ４
　砂糖………… 大さじ２
　酒…………… 大さじ２
Ⓐ

金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦の皆さんへ金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦の皆さんへ
　町では、今年度、金婚（結婚50年）・ダイヤモンド婚（結婚60年）を迎えるご夫婦をお祝いし、
記念品を贈呈します。
　該当するご夫婦は、６月 21 日㈮までに介護福祉課　介護高齢者係にご連絡をお願いします。
　なお、ご連絡いただけない場合は、記念品を贈呈することができませんので、忘れずにご連絡
ください。

◆金婚（結婚 50年）
　昭和 49年４月１日から昭和 50年３月 31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦
◆ダイヤモンド婚（結婚 60年）
　昭和 39年４月１日から昭和 40年３月 31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦

問合せ＝介護福祉課　介護高齢者係　☎76-5132

　５月31日は、WHO（世界保健機関）により定め
られた「世界禁煙デー」です。
　また、厚生労働省では毎年5月31日から6月6日を

「禁煙週間」と定めています。
　生活習慣病や肺がんなど、深刻な健康被害の原因
となる喫煙。受動喫煙によって非喫煙者の健康が損
なわれることも問題となっています。自分のために、
周りの人のために、禁煙に取り組んでみませんか？

27  令和６年５月



子ども広場
child地域のＨＯＴな話題をお寄せください　☎76－1115

子ども広場
child

イベント 　対　象 日　程 時　間 内　容［持ち物］

マタニティ広場 町内在住の妊婦のか
た（夫の参加も可） ５月９日㈭ 午後１時30分～

３時
お産の流れ・妊娠中の栄養

［母子健康手帳、ママパパ学級テキスト］

あかちゃん広場
〈母乳相談は予約制〉

町内在住の生後６か
月までのお子さまと
保護者

５月30日㈭
午前10時～

11時30分

離乳食のお話・あかちゃん体操

６月20日㈭ ベビママ体操と絵本

ど れ み 広 場
町内在住の３歳頃ま
でのお子さまと保護
者（未就園児も可）

５月13日㈪
５月27日㈪ 午前10時～

11時30分
リトミック（音楽遊び）

［ハンカチ、音の鳴るおもちゃ］６月３日㈪
６月17日㈪

親子あそび広場
町内在住の３歳頃ま
でのお子さまと保護
者（未就園児も可）

５月８日㈬
午前10時～

11時30分

親子でストレッチなど、カラダを使う
あそび

［バスタオル１枚、汗拭きタオル］６月５日㈬

健 幸 ス マイル
ス タ ジ オ

町内在住の３歳頃ま
でのお子さまと保護
者（未就園児も可）

５月29日㈬
午前10時～

11時30分
「運動・相談・交流」を組み合わせた教室
［歩数計　水分補給できるもの］

６月19日㈬

育 児 相 談

町内在住の乳幼児
★は母乳相談も実施

（母乳相談は、３日前
までに要予約）

５月15日㈬
★５月22日㈬ 午前10時～

11時30分

計測・栄養や育児の相談
（１家族15分の枠で予約制）
［母子健康手帳、お子さま用バスタオル］６月４日㈫

★６月12日㈬

　各回先着20組の予約制とします。
　申込みは各広場の開催前日までとなります。担当のこども未来課へお電話ください。

乳児健診
日　程＝①５月10日㈮　②６月14日㈮
対象児＝①    令和５年５月・７月・10月、令和６年１

月生まれ
② 令和５年６月・８月・11月、令和６年２

月生まれ
内　容＝身体測定、内科診察、育児相談など

２歳児歯科健診
日　程＝６月７日㈮
対象児＝①令和４年３～５月生まれ    

② 令和３年９～11月生まれ
内　容＝ 身体測定、歯科診察、フッ素塗布、
　　　　育児相談など

１歳６か月児健診
日　程＝５月17日㈮
対象児＝令和４年８月～10月生まれ
内　容＝ 身体測定、内科診察、歯科診察、フッ素塗布、

育児相談など

５歳児歯科健診
日　程＝６月21日㈮
対象児＝平成31年３月～令和元年５月生まれ
内　容＝ 身体測定、歯科診察、フッ素塗布、育児相

談など

★母子健康手帳の交付手続きは、予約をお願いします。こども未来課（☎76-2277）へお電話ください。

各広場・健診のお知らせ 会場：保健センター　
担当：こども未来課　☎76-2277

※時間や持ち物などの詳細については、個別にお送
りする通知をご覧ください。

　健診実施日の１か月前頃に送付します。
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地域のＨＯＴな話題をお寄せください　☎76－1115地域のＨＯＴな話題をお寄せください　☎76－1115

　３月13日㈬、「戸田市と美里町との森林の保
全及び地球温暖化対策の推進に関する協定」を
締結しました。
　姉妹都市である戸田市と連携して町内の山林
を共同で整備することで、CO2削減などの地
球温暖化対策を推進するほか、森林を活用した
自然体験交流事業を実施していきます。

「戸田市と美里町との森林の保全及び地球
温暖化対策の推進に関する協定」を締結

交通事故０
ゼロ

を目指して
春の全国交通安全運動街頭キャンペーン

≪乗車前は、自転車の点検をしましょう≫
自転車点検の合言葉「ブタベルサハラ」

　【ブ】ブレーキ
　【タ】タイヤ
　【ベル】ベル
　【サ】サドル
　【ハ】ハンドル・反射材
　【ラ】ライト

　４月12日㈮、県道本庄寄居線の美里町役場
前交差点で、春の全国交通安全運動街頭キャン
ペーンを行いました。
　町長、児玉警察署長をはじめ、児玉警察署、
児玉地区交通安全協会美里支部、美里町交通指
導員、美里町交通安全保護者の会の皆さんが、
赤信号で止まったドライバーたちに交通安全啓
発品を手渡して、歩行者優先の安全運転と町内
の交通死亡事故ゼロをお願いしました。
　昨年、町内で33件の人身事故が発生しました。
交差点は、一旦停止する・徐行するなど交通安
全を心がけましょう。

町内３小学校で交通安全教室を実施中
　町内３小学校では、毎年４月から５月にかけ
て交通安全教室が実施されています。
　児玉警察署・交通指導員・交通安全保護者の
会のかたに協力いただき、道路標識や正しい横
断歩道の渡り方、自転車の安全運転の方法など、
交通事故に遭わないための知識や行動を学びま
す。

29  令和６年５月



ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

〈令和５年５月11日生〉

橋
は し ば

場　丈
じょう

ちゃん（駒衣）

　色々な物に興味をもち動きまわ
る丈くん。よく笑い、よく食べて
これからの成長も楽しみです。１
歳おめでとう！　７月に満１歳の誕生日を迎えるお子さんの受け付けを

しています。５月31日㈮までに総務課へ☎連絡を！

　町民の皆さんと行政のパイプ役としてご尽力いただく、令和６年度各行政区の区長・区長代理さんが、
決まりました。新しい区長・区長代理さんは、次の表のとおりです。
　１年間、どうぞよろしくお願いします。

よろしくお願いします

行政区名 区長氏名 区長代理氏名
根　木 根 岸 　 清 原 口 秀 明

関 塩 谷 裕 之 齋 藤 敦 之
梶 原 幹 夫

南阿那志 櫻 沢 　 保 鈴 木 和 夫
篠 原 　 朗

北阿那志 田 島 髙 行 荒 船 雄 二

小茂田 𠮷 田 秀 之 野 口 昭 範
井 田 雅 之

下児玉 櫻 沢 貴 司 塚 本 和 雄
北十条 青 柳 利 之 飯 野 　 肇
南十条 中 島 　 章 齊 藤 裕 明

沼　上 橋 本 雄 一 田 嶋 　 修
鈴 木 賢 治

広　木 茂 木 　 薫 髙 橋 宜 正
中 兼 洋 治

行政区名 区長氏名 区長代理氏名

駒　衣 清 水 健 一 青 池 正 行
佐 藤 行 雄

木　部 塩 谷 正 利 德 世 忠 司
古　郡 山 川 辰 雄 内 田 嘉 宏

甘　粕 岩 片 利 彦 高 橋 　 準
田 端 博 司

中　里 野 口 尚 宏 杉 本 　 薫
湯　栃 関 口 英 世 倉 本 惠 一
野　中 福 島 勝 広 北 原 　 明
小　栗 持 田 　 均 持 田 　 剛
猪　俣 北 野 政 行 立 川 博 幸
湯　本 島 村 安 夫 大 澤 　 勇
大　仏 中 島 　 章 清 水 茂 樹
白　石 大 谷 博 昭 神 岡 勝 俊
円良田 相 馬 一 見 小 林 　 昭

令和６年度の区長さんを紹介します

問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115
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